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シルバーピア等入居者募集のしおり

都営シルバーピア（地元割当）

シルバーピア（高齢者集合住宅）とは、

定期使用住宅（区営住宅）とは、

★申込書２枚と封筒２枚が入っています。ご確認ください。
令和８年２月

シルバーピアは、65歳以上の方を対象にしています。

募集に関する
問い合わせ先

足立区　住宅課　住宅管理係
【午前８時30分から午後５時 (土・日・祝日休) 】
TEL 03 (3880) 5938　FAX 03 (3880) 5615

※この募集のしおりは、結果が届くまで（抽せんに当せんされた方は入居まで）保管してください。

単身者向　 ４戸（４ページ）

●入居予定 令和８年10月以降

シルバーピア単身者向 ５戸（５ページ）

定期使用住宅 若干（1５ページ）

住宅に困っている６５歳以上の方を対象とした、低額な家賃の集合住宅です。安全な日常生
活を送れるように、手すりや緊急通報の装置等を設置しています。また、入居者の生活相談
や緊急時対応などを行う生活援助員が居住または通勤しています。

区内の児童養護施設または自立援助ホームの退所者もしくは退所予定者を対象に、５年に限
り入居できる住宅です。

① シルバーピアは、足立区内に継続して 3 年以上居住している方が申込むことができます。
② シルバーピアへ入居するためには、一定の資格が必要です。６～７ページをご覧ください。
③ 都営シルバーピア（地元割当）（桃色）・区営シルバーピア等（白色）の２種類の申込書・封

筒が入っています。両方申込むことができます。
④ 令和８年２月２日～ 10 日の都営住宅公募に申込まれた方も、資格があればこの募集に申込む

ことができます。

令和　８　年　２　月　18　日　（水）　～　　26　日　（木）
（土・日・祝日を除く）

申 込 書
配布期間

抽せん日
●抽せん番号の通知の発送は３月10日（火）頃 です。
●抽せん結果の通知の発送は３月24日（火）頃 です。
●抽せん会への出欠は当落に一切影響ありません。
※手話通訳をご希望の方は、３月９日 (月) までにお申し出ください。

令和 ８ 年 ３ 月 17 日 (火) 午前 10 時から （30分程度）
足立区役所中央館 ４ 階　４０１会議室

申 込 書
受付期間

令和　８　年　２　月　18　日　（水）　～　　27　日　（金）　
●郵送の場合は、２月27日（金）までの消印有効
●足立区役所 中央館４階 住宅課に持参の場合は、２月27日（金）午後５時
　まで（土・日・祝日を除く）

●入居予定 令和８年７月以降 

区営シルバーピア・区営定期使用住宅
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抽せんにより都営シルバーピア（地元割当）・区営シルバーピア・区営定期使用住宅の使用予定者とな
る方を決めるための募集です。抽せんで当せんした方を資格審査対象者とし、さらに資格審査に合格
した方が、都営シルバーピア（地元割当）・区営シルバーピア・区営定期使用住宅の使用予定者となります。
なお、都営シルバーピア（地元割当）は、東京都から足立区に募集を割り当てられた住宅で、東京都住宅
供給公社が管理しています。区営シルバーピアは、足立区が民間住宅を借り上げた住宅で、足立区が管
理しています。区営定期使用住宅は足立区の住宅で、足立区が管理しています。

こんなときは…
① ｢申込み後、住所が変わった。｣

最寄の郵便局に「転居届」を出して、抽せん番号・抽せん結果の通知を受け取れるようにしてください。
　※審査対象者・補欠者となった場合・・・住宅課に新しい住所の届けが必要です。

住宅課窓口に直接お越しいただくか、はがきにて　㋐募集時期「令和８年２月募集」㋑申込地
区番号 ㋒抽せん番号 ㋓旧住所 ㋔新住所および郵便番号 ㋕電話番号 ㋖申込者名 を明記の上、
下記住所へ送付してください。
〒120-8510 足立区中央本町１－１７－１　足立区役所　住宅課　住宅管理係（中央館４階）

② ｢抽せん番号の通知が送られてこない。」
切手のはり忘れや料金不足、あて先不明などがあると通知を発送できませんが、申込書に不備が
なければ抽せんの対象になります。

③ 「抽せん結果の通知が送られてこない。」
４月３日以降に、申込地区番号を確認のうえ、下記へお問い合わせください。

④ 「当せんしたのに資格審査の書類が送られてこない。」
４月 10 日までに資格審査の書類が届かない場合、下記へお問い合わせください。なお、通知で指
定した期限までに書類の提出や連絡がない場合は、失格となります。
足立区　住宅課　住宅管理係　℡　03（3880）5938

① 申込みは、 募集別（都営 (地元割当) ・ 区営）にそれぞれ１人につき１通のみ有効です。それぞ
れ１人で２通以上の申込み（重複申込）をしたとき、すべての申込みが無効となります。

② 複数の申込地区に○を記入した場合、または未記入の場合、その申込みが無効となります。
③ 申込み後、地区、申込者、入居予定者の変更はできません。また、理由を問わず申込書等は返却しません。
④ 証明書類（源泉徴収票、住民票の写し、診断書、申立書など）を添付する必要はありません。抽せん後、

資格審査のときに提出していただきます。
⑤ 他の公営住宅の募集で、すでに合格・登録されている方は、原則として申込めません。
⑥ 以前、都営・区営住宅（シルバーピアを含む。）にお住まいであった方または現在お住まいの方で、

都営・区営住宅使用料等に未納分のある方は、資格審査のときまでにお支払いいただきます。

డਮəɅȜȹȽɀɈ෉ڷడਮəɅȜȹȽɀɈ෉ڷ

డਮəၫၭడਮəၫၭ
① 申込書に必要事項を記入してください。（記入例：１４ページ）
② 申込書の右側にある２枚のはがきの所定の場所に８５円切手をはってください。

※はがきは切り離さないでください。
※切手をはっていないもの、料金が不足しているものは、抽せん番号・抽せん結果の通知ができ

ませんが、申込書に不備がなければ抽せんはいたします。
③ 申込用封筒に申込書を入れ、１１０円切手をはって郵送、または足立区役所中央館４階住宅課へ

持参してください。 なお、郵送で郵便料金の不足の場合は受け取りできません。
※郵送の場合で、申込用封筒を紛失した場合は、お手持ちの封筒に「〒120-8510 足立区中央本

町 1-17-1 足立区役所住宅課宛」と記載して郵送してください。なお、郵便料金不足の場合は
受け取りできませんので、封筒サイズ等郵便料金にご注意ください。

抽せん番号の通知
３月１０日（火）頃、発送予定
※ 無効の場合、その理由を明記して通知します。
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～申込みから抽せんまで～

◇補欠者の繰り上げ◇
補欠者は、審査対象者の中から辞退等があった場
合、順次繰り上げて審査の通知をします。
※補欠者の辞退等により、審査対象者に欠員が生じた場合は、

補欠者の次の番号から順次審査対象者とします。
　(既に審査を終了した方は除きます。)

当せん（資格審査対象者）

抽せん結果の通知

落せん

３月２４日（火）頃、発送予定

※ 抽 せ ん 結 果 の は が き が 届 か な い 場 合 は
　 ４月１日（木）以降にお問い合わせください。

申込書受付期間
２月１８日（水）～ ２７日（金）
・ 郵送の場合、２月２７日までの消印有効
・ 住宅課に持参の場合、２月２７日午後５時まで

２月１８日（水）～ ２６日（木）
申込書配布期間

～資格審査から入居まで～

公開抽せん
３月１７日（火)  午前１０時から
 （３０分程度）
足立区役所　中央館４階　４０１会議室
※ 抽せん会への出欠は当落に一切影響はありません。

〈結果発表〉
● 抽せん後～３月３１日（火）
　 足立区役所中央館４階住宅課に掲示予定
● ３月１９日（木）～２６日（木）
　 各区民事務所に掲示予定
● ３月１８日（水）～３１日（火）
　 足立区ホームページに掲載予定
　 (https://www.city.adachi.tokyo.jp/) 

都営シルバーピア
入居資格者

区営シルバーピア
区営定期使用住宅
入居資格者住宅のあっせん

および入居説明会
通知書ほか

足立区から東京都住
宅供給公社へ合格者
を報告します。
東京都住宅供給公社が
使用許可日の約１か月
半前に通知します。

入居手続きについ
て足立区から使用
許可日の約１か月
前に通知します。

合格通知発送
合格通知は、必要な書類をすべて提出していた
だいたあと、２か月以内に発送する予定です。

入居
使用許可日から１５日以内に入居してください。

入居手続き
使用許可日の約１週間前（都営は約２週間前）

①入居手続きまでに、保証金として住宅使用料
　の２か月分をお預かりします。
②入居にあたり連絡先１か所の届け出が必要です。
　次のいずれかを満たす必要があります。
　●個人の場合：日本国内に住所を有する成人で、
　　使用者の入居する都営住宅または区営住宅に
　　同居しない方
　●法人の場合：日本国内に連絡のとれる拠点を
　　常設している法人

資格審査
資格審査対象者には、４月中に書類を郵送します。
必要な書類を持参のうえ、指定日に足立区役所
にて、資格審査を受けていただきます。
★この審査に合格しないと入居できません。
★提出された書類はお返しいたしません。

※ 抽せん結果のはがきが届かない場合は
　 ４月３日以降にお問い合わせください。
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　　使用者の入居する都営住宅または区営住宅に
　　同居しない方
　●法人の場合：日本国内に連絡のとれる拠点を
　　常設している法人

資格審査
資格審査対象者には、４月中に書類を郵送します。
必要な書類を持参のうえ、指定日に足立区役所
にて、資格審査を受けていただきます。
★この審査に合格しないと入居できません。
★提出された書類はお返しいたしません。

※ 抽せん結果のはがきが届かない場合は
　 ４月３日以降にお問い合わせください。

- 2 - - 3 -



１ 募集する都営シルバーピアについて

２ 都営シルバーピアの使用料について
（１） 募集地区一覧の使用料の欄には、最低金額と最高金額を記載しています。
（２） 記載している使用料は、募集のしおりを作成した時点での額です。入居時には改定され　

　ている場合があります。
（３） 毎年６月の収入報告により認定された世帯の所得、住宅の立地条件、住宅の広さ、建築年

　数等に応じて、翌年４月からの使用料を決定します。

（１） 居室内は、一部補修を行っております。
（２） すべて浴槽付、エレベーター付の住宅です。
（３） 交通機関の「バス停」は、変更になる場合がありますので、ご了承ください。

ၕୠȳɥୣ൮Ī๬܄ʏ˃ʨĜʬɺණইߠຎīၕୠȳɥୣ൮Ī๬܄ʏ˃ʨĜʬɺණইߠຎī

【都営シルバーピア】 桃色の申込書
◎単身者向住宅 入居時期… 令和８年10月以降

 申　　込
地区番号 住宅名（主な所在地） 募集

戸数
間取り

専用面積 交通機関 予定使用料
（円）

建築
年度

�

１ 六月一丁目第４アパート
ᲢρஉᲫ�ᲮǄƔᲣ

Ჭ
ԧᲰȷ&-
Ტ��～��ɜᲣ

������᳸
ų������

঺࠯
�～�

ிന˙Ѭ߃ዴᲢǹǫǤȄȪȸ
ȩǤȳᲣžᇦȎشᬜſƔǒᣃփ
Ȑǹž࠯᣼ထſɦ៻ࢻഩኖᲮЎ

２ Ძ
ிന˙Ѭ߃ዴᲢǹǫǤȄȪ
ȸȩǤȳᲣžݱᓌᬜſɦ៻
ഩኖ�Ўࢻ

西綾瀬三丁目第２アパート
Ტᙱዩແ���Უ

ԧᲰȷ&-
Ტ��ɜᲣ

������᳸
ų������

঺࠯
�

�

参考
令和７年８月下旬募集　都営シルバーピア地元割当・区営シルバーピア入居者募集抽せん倍率

ᲢèᲣܴއϋư၏രሁƕƋƬƨ˰ܡ

【都営】住宅名 倍率

Ƃʚʴɭ࠘Ӽƃٻ᜿ဋɟɠႸᇹᲮǢȑȸȈ ���

【区営】住宅名 倍率

Ƃҥ៲ᎍӼƃǷȫȐȸȔǢிዩແ

Ƃҥ៲ᎍӼƃǷȫȐȸȔǢ᜿ɶ

Ƃҥ៲ᎍӼƃǷȫȐȸȔǢప޽

Ƃҥ៲ᎍӼƃǷȫȐȸȔǢᰦා

����

���

����

���

Ƃҥ៲ᎍӼƃǷȫȐȸȔǢɟȄܼ ���

Ƃҥ៲ᎍӼƃǷȫȐȸȔǢ᜿ɶᲢèᲣ ���
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ၕୠȳɥୣ൮Īࣾ܄ʏ˃ʨĜʬɺīၕୠȳɥୣ൮Īࣾ܄ʏ˃ʨĜʬɺī
１ 募集する区営シルバーピアについて
（１） 居室内は、一部補修を行っております。
（２） すべて浴槽付、エレベーター付の住宅です。
（３） 交通機関の「バス停」は、変更になる場合がありますので、ご了承ください。
（４） 足立区が民間住宅を借り上げた住宅です。

２ 区営シルバーピアの使用料について
（１） 募集地区一覧の使用料の欄には、最低金額と最高金額を記載しています。
（２） 記載している使用料は、募集のしおりを作成した時点での額です。入居時には改定され

　ている場合があります。
（３） 毎年６月の収入報告により認定された世帯の所得、住宅の立地条件、住宅の広さ、建築

　年数等に応じて、翌年４月からの使用料を決定します。

【区営シルバーピア】 白色の申込書
◎単身者向住宅 入居時期… 令和８年７月以降

申　　込 
地区番号 住宅名（所在地） 募集

戸数
間取り

専用面積 交通機関 予定使用料
（円）

建築
年度

�
５１

５２

５３

５４

シルバーピア東綾瀬
ᲢிዩແᲬ�ᲭᲣ

ԧᲰȷ-
��ɜ

,4ࠝᄱዴžዩແᬜſ
ɦ៻ࢻഩኖ��Ў

������᳸
ų������

঺࠯
Ხ

Ძ

ிന˙Ѭ߃ዴᲢǹǫǤȄ
ȪȸȩǤȳᲣžప޽ᬜſ
ɦ៻ࢻഩኖᲰЎ

シルバーピア梅島
Ტప޽��ᲰᲣ

ԧᲰȷ-
��ɜ

������᳸
ų������

঺࠯
�

Ძ

ிʮȡȈȭҘˊဋዴ
ž҅ዩແᬜſ
ɦ៻ࢻഩኖ��Ў

シルバーピア谷中
Ტ᜿ɶ����Უ

ԧᲰȷ-
��ɜ

������᳸
ų������

঺࠯
Ჯ

Ძ

シルバーピア鹿浜
ᲢᰦාᲬ�ᲭᲣ

ԧᲰȷ-
��ɜ

ிന˙Ѭ߃ዴᲢǹǫǤȄ
ȪȸȩǤȳᲣžᙱૼʟᬜſ
Ɣǒ׎ᨥᐻಅȐǹ
žᰦා೛ſɦ៻ࢻഩኖᲮЎ

������᳸
ų������

঺࠯
�

Წ

�

１ 使用料のほかに入居者が負担する費用があります（支払い義務）。
 　共用設備の維持管理等の東京都または足立区に支払う共益費・・・月500円～5,000円
 　共同施設の電気料、排水管清掃等の自治会等に支払う共益費・・・月1,500円～5,000円
２ 使用権の譲渡・転貸や、入居者以外の方を同居させることはできません。
３ 廊下・階段などの共用部分や敷地内の清掃、草刈り等は、入居者の方が行います。
４ ペット（犬・猫等）の飼育禁止や、石油ストーブの使用禁止などの管理規則を守っていただきます。
５ 居宅内で使用した光熱水費等は、入居者各自の負担になります。
６ 入居に際して、連絡先１か所の届け出が必要です。
７ 入居後、日常生活に介助が必要になった場合は、地域に住む高齢者と同様に既存の在宅福祉
　 サービスを利用していただきます。
８ 住宅使用料および共益費のお支払いは、原則として口座振替となります。
９ 住宅使用料を３か月以上滞納したときは、使用許可を取り消し、明け渡していただきます。
　※詳しくは、入居手続きのご案内時にご確認願います。

ʏ˃ʨĜʬɺɈ໴ࢧɅȜȹȽɀɈ଱Ʉᆗૢڷਐʏ˃ʨĜʬɺɈ໴ࢧɅȜȹȽɀɈ଱Ʉᆗૢڷਐ
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ඍబଞ৐ʏ˃ʨĜʬɺɈ໴ࢧ૝߆

1  65歳以上であること
65歳以上（昭和36年２月27日以前の生まれ）であること。

2  足立区内に継続して３年以上居住していること
令和５年２月27日以前から足立区内に継続して３年以上居住していることが、住民票等で証明できること。
外国人については、特別永住者または中長期在留者で継続して審査日までの在留資格も確認できること。

申込書配布期間（令和８年２月18日～26日）に、次の１～６のすべてにあてはまること
が必要です。

3  配偶者がいないこと、かつ単身で居住していること
同居…他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住すること（住民票での世帯分離を含む。）。

（１） 配偶者（法律上の配偶者のほか内縁関係の方（住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方）、婚約
　　　 者、「足立区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」もしくは「東京都パートナーシップ宣誓
　　　 制度」による証明書を受けたパートナーシップ関係にある方（以下、「パートナー」という。）を含む。）
　　　 がいないこと。
（２） 現に同居または別居いずれの場合でも、配偶者を除いた申込みはできません。これには下記（３）に
　　　 あてはまる方も含みます。なお、離婚の予定があり、同居している親族が配偶者だけの方は、単身で
　　　 申込みできますが、資格審査のときに離婚の成立を証明できることが必要です。
（３） 同居している親族がいないこと。ただし、次のいずれかにあてはまるときは申込みできます。
　　 ア　同居している親族全員が、申込み後から資格審査までの間に、結婚し転出または遠隔地へ転勤もし
　　　　 くは就職することにより、申込者が単身居住となること。なお、資格審査のときにそのことを証明で
　　　　 きることが必要です。
　　　 ※遠隔地とは、居住地から、通常の公共交通機関を利用して片道２時間以上かかる地域をいいます。
　　 イ　居住している住宅の住戸専用面積が、下の入居資格基準表にあてはまること。

★ 入居資格基準表

ʴૠ˰އ ˰ৎݦဇ᩿ᆢᲢُᑵᲣ ʴૠ˰އ ˰ৎݦဇ᩿ᆢᲢُᑵᲣ

�ʴ

�ʴ

�ʴ

��ɜச฼

��ɜச฼

��ɜச฼

�ʴ

�ʴ

�ʴ

��ɜச฼

���� ɜச฼

��ɜச฼

※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。
※住戸専用面積には、バルコニーは含みません。
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（１） 土地または建物の所有者（共有持分がある方、借地上に建物を所有している方を含む。）でないこと。
　　　 ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
　　 ア　著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である建物を所有している方で、その建物を取り壊す予定
　　　　 であること。なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等の提出、入居後2か月以内に取り壊しを証
　　　　 明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
　　 イ　差押、正当な事由による立退要求等により土地または建物の所有者でなくなる方（滞納等本人に帰
　　　　 責事由がある場合を除く。）なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書等の提出
　　　　 が必要です。
（２） 現に公営住宅のシルバーピアに入居している方、または使用予定者となっている方は申込みできません。

5  住宅に困っていること

6  暴力団員でないこと
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。なお、
　暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。

4  所得が定められた基準内であること
所得が、所得基準の範囲内であること。

★所得税法上の扶養親族がいる場合は、扶養親族１人につき38万円を申込者の所得から差し引いてください。
★所得の計算方法等については、８～13ページをご覧ください。

所得基準  所得　0 円 ～ 2,568,000 円
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ஒຶࡊஈɈߊ໻ၫၭஒຶࡊஈɈߊ໻ၫၭ
以下の手順にしたがって、７または 15 ページの所得基準の範囲内かお確かめください。

１　所得の種類はどれですか ？

２　所得を計算しましょう

ஒຶɈହᇆを確認…下の

ஒຶを計算…次のページの

ोધȱȹஒຶを記入…下の　　　　　　　　　　　　の表のĶϱஒຶķに記入

ஒຶが7または15ページの
所得基準の範囲内の場合

これ以上の計算は不要です。

ஒຶが、７または 15ページの所得基準を超える場合

်ູ৥தを確認……13ページ
်ູ৥தを記入……該当する特別控除を下の表「②特別控除」に
　　　　　　　　　記入
౦൑Ɉஒຶを計算…下の表で、ஒຶɈਗोĪBīから
　　　　　　　　　　်ູ৥தɈਗोĪCīを差し引く。

౦൑Ɉஒຶが７または 15ページの所得基準の範囲内か確認する。
Ŧஒຶࡊஈɬ෰Ȣɥ௲ਗɉడਮəɁȧɘȵɭă

１　所得の種類はどれですか？

༃ࣸஒຶ

給与、賃金、ボーナスなどの所
得です。たとえば、会社員、
パート、アルバイト、事業専従
者などの所得をいいます。

ᅇஒຶࢣ ૢࣞຑஒຶ

事業所得、利子所得、配当所得、
不動産所得、雑所得などの所得
です。たとえば、自営業、外交
員などの所得をいいます。

厚生年金、国民年金、共済年金、
年金基金、企業年金などの所得
です。遺族年金・障害年金の所
得は０円です。個人年金は雑所
得です。

世帯の所得　計算表

世帯の所得　計算表
８～１２ページを参考に計算したஒຶɬਗोĪݚ࿍ĪBīīし、７または15ページの所得基準表の範囲内か
お確かめください。所得基準を超える場合、１３ページを確認し、該当する်ູ৥தɈਗोĪݚ࿍ĪCīī
を差し引き、７または15ページの所得基準の範囲内かお確かめください。

所得の種類

円
円
円
円

円

ϱஒຶ
マイナスになる場合は０円と記入

ஒຶɈਗोĪBī

円計

円

－ ＝်ູ৥தɈ
ਗोĪCī

ϲ်ູ৥த（１３ページ参照）

老人扶養・特定扶養、(特別)障害者控除

寡婦・ひとり親控除 ౦൑Ɉஒຶ
（A） － （B）
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２　所得を計算しましょう

ஒຶोધ௫Ɉ෉ڷ

　●計算の対象としないもの　※次にあてはまる収入についてはஒຶɬǌܟとします。
　　・遺族年金、障害年金
　　・仕送り、失業給付金、労災保険の各種給付金、生活扶助料や支援給付金等の非課税所得
　　・退職金等の一時的な所得
　●２種類以上の収入がある場合
　　ひとりで 2 種類以上の収入を得ているとき（給与と年金、給与と事業所得など）は、それぞれの所得を
　　計算してから合計します。

都営住宅・区営住宅の所得の入居資格の有無は、ঈഥɂȱɀĶ೐༃Ɉஒຶķにより判断します。前年の
世帯の所得が所得基準を超える場合で、前年から現在までの間に退職・廃業した仕事があるため、現在
の所得が減少している方についてはĶএ੭Ɉஒຶķによることができます。

ȥɛȩȺȯȞăߊɈ଴ஏɅȱȹȦȽɀĂĶ೐༃ɈஒຶķɂĶএ੭ɈஒຶķɈɃȻɣɅɢɥȥĂȤݚڬ

઀༃2!ॢ2!໲ȥɣএ੭ɘɁɈ࠰Ʌ൞ఊĆ༥ࣞȱȹ઱ૢȦȜɤɘȳȥĉ

・次のページの【Ķ೐༃Ɉஒຶķɬोધȳɥ】 
　へすすみ 、所得の計算を行ってください。

・計算した所得を８ページ世帯の所得計算表
āĶϱஒຶķに記入してください。

Ķ೐༃Ɉஒຶķɬोધȳɥ

・次ページ【Ķএ੭Ɉஒຶķɬोધȳɥ】へすすみ、
  所得を計算してください。

  ただし、現在得ている収入の中に、前年１月１日
  以前から継続しているものがある場合は、その収入
  に限り「前年の所得」を計算してください。

・計算した所得を８ページ世帯の所得計算表
  Ķϱஒຶķに記入してください。

Ķএ੭Ɉஒຶķɬोધȳɥ

※退職・廃業した後に、再就職や年金受給の開始などにより新たな収入がある場合は、その収入
　（12ヵ月分に推定）と比較してください。

൞ఊĆ༥ࣞȳɥ೐ɂএ੭ɬ྘ɓɥɂĂେ໴ɉঌவȱɀȞɘȳȥĉ

例１　A 社で仕事 → 退職 → 再就職Ｂ社　 ⇒ 前年の所得と B 社の収入を比較する。
例２　自営業　　 → 廃業 → 年金受給開始 ⇒ 前年の所得と年金を比較する。
例３　C 社で仕事 → 退職 → 無職・無収入 ⇒ 現在収入がないため計算は不要です。

前年 現在

ȜɥɄȞ

ঌவȱɀȞɄȞ ঌவȱɀȞɥ
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「前年の所得」を計算する 収入の種類（給与・事業等・年金）に応じて、それぞ
れの所得計算方法をお確かめください。

「現在の所得」を計算する 収入の種類（給与・事業等・年金）に応じて、それぞ
れの所得計算方法をお確かめください。

Ǎ!೐༃ɈĺࢣᅇஒຶĻɬोધȳɥ
　・昨年１月から１２月の間に得ていた全ての給与収入が計算の対象です。現在すでに退職している仕事が
　　あっても、それも含めて確認してください。
　・「都営・区営住宅の所得」は、税法上の所得から100,000円を控除したものです。

āĪ2ī2ႳɈ঍ಶ෡େ࿌ɅĂ೐༃Ɉ೔ɀɈେ໴Ȧࡥ੪ȱɀȜɥ௲ਗ
　　　給与所得控除後の金額㋐の欄に記入されている額が税法上の所
　　　得です。この額から100,000円差し引いた額が「都営・区営住
　　　宅の所得」です。

āĪ3ī3Ⴓڬ௫Ɉ঍ಶ෡େ࿌ȦȜɥ௲ਗ
　　　全ての源泉徴収票の㋑支払金額の合計額を１１ページ２の表の
　　　「収入額」にあてはめて「都営・区営住宅の所得」に換算して
　　　ください。

āĪ4ī঍ಶ෡େ࿌ȦɄȞ௲ਗ
　　　１１ページĺࢣᅇେ໴ȥɣࢣᅇஒຶɬोધȳɥĻの手順にした
　　　がって「都営・区営住宅の所得」を計算してください。

ǎ!೐༃ɈĺૢࣞஒຶĻɬोધȳɥ
　・昨年分の所得税の確定申告の控えなどで所得を確認してください。
　　⑫から⑪を差し引いた額が所得です。
　・確定申告していない場合は１２ページĺૢࣞຑஒຶɬोધȳɥĻ
　　の表を利用して昨年１月から１２月までの所得を計算してくださ
　　い。資格審査のときには確定申告していることが必要です。
　　※事業専従者の場合は、給与額を１１ページの給与所得の計算式
　　　にあてはめて、「都営・区営住宅の所得」に換算してください。

Ǐ!೐༃Ɉĺ༃ࣸஒຶĻɬोધȳɥ
　　昨年の「公的年金の源泉徴収票」などで年金の支払額を確認して
　　ください。この額は「年金収入」です。
　　この額を１２ページĺ༃ࣸେ໴ȥɣ༃ࣸஒຶɬोધȳɥĻの表に
　　あてはめて「都営・区営住宅の所得」に換算してください。

Ǎ!এ੭ɈĺࢣᅇஒຶĻɬोધȳɥ
　　前年の途中から現在までの間に就職し、現在も継続している仕事の収入をもとにして、所得を計算します。
　　１１ページĺࢣᅇେ໴ȥɣࢣᅇஒຶɬोધȳɥĻの手順にしたがって「都営・区営住宅の所得」を計算し
　　てください。なお、前年から現在までの間に退職した仕事については、所得を０円とします。

ǎ!এ੭ɈĺૢࣞຑஒຶĻɬोધȳɥ
　　１２ページ【事業等所得を計算する】の表を利用して、１２か月分の所得を計算してください。
　　すでに廃業した事業については所得を０円とします。

Ǐ!এ੭Ɉĺ༃ࣸஒຶĻɬोધȳɥ
　　前年の途中から現在までの間に新たに受け取り始めた（または支給金額に変更があった）厚生年金、老齢
　　年金、共済年金、年金基金などの年金収入が計算の対象です。
　　年金証書や年金決定通知書、支給額変更通知書などで年金額をお確かめください。この額は「年金収入」
　　です。この「年金収入」を１２ページĺ༃ࣸେ໴ȥɣ༃ࣸஒຶɬोધȳɥĻの表にあてはめて「都営・区営
　　住宅の所得」に換算してください。

総 合 譲 渡 　 一 時

(①から⑥までの計＋⑩＋⑪)
合　　　　　　　計
㋙＋ {( ㋚＋㋛ )× 1/2}

営 　業　 等 ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

不　　  動　　  産

公 的 年 金 等

⑦から⑨までの計

そ 　 の 　 他

業 　 　 　 務

給与

利　　　　　　 子

配　　　　　　 当

農　　　　業

事   

業

雑

区
分

所

　

 

得

　

 

金

　

 

額

　

 

等

令和 ７ 年分

ᇇሆǓ༃ယ

㋑ ㋐

12か月分の収入額 税法上の所得

651,000 円未満 所得は 0 円 0 円

651,000 円以上
1,900,000 円未満 12 か月分の収入額 － 650,000 円

●次のとおり、12か月分の収入額を端数整理します。
12 か月分の収入額  ÷４＝Ａ
→Ａの 1,000 円未満を切り捨てた額＝Ｂ
→Ｂを右の計算式にあてはめてください。

1,900,000 円以上
3,604,000 円未満 Ｂ×2.8－80,000円

3,604,000 円以上
6,600,000 円未満 Ｂ×3.2－440,000円

6,600,000 円以上
8,500,000 円未満 12 か月分の収入額× 0.9 － 1,100,000 円

① 働いた年月 ② 給与（諸手当を含む） ③ 賞与

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

合計 か月（Ａ） 円（Ｂ） 円（Ｃ）

մ

計算上の注意

賞与計（Ｃ）
＝

12 か月分の収入額

働いた月数（Ａ）
×１２＋

給与計（Ｂ）

計算した「都営・区営住宅の所得」を８ページ世帯の所得計算表Ķϱஒຶķ欄に記入してください。

ĺࢣᅇେ໴ȥɣࢣᅇஒຶɬोધȳɥĻ
１　はじめに、給与収入を計算する

①働いた年月
　月の途中から仕事を始めた場合は、その月は
　「働いた年月」に含めないでください。
②給与（諸手当を含む）
　基本給のほか家族手当、住宅手当などの諸手当
　を含んだ額を記入してください。ただし、交通
　費、定期代などの課税対象外の収入は除いてく
　ださい。
③賞与
④12 か月分の収入額の計算
　・働いた月数（A）が12 か月ある場合は、給
　　与計（B）と賞与計（C）の合計が収入額です。
　・働いた月数が12 か月ないときは、平均月額
　　を12倍して見込みの収入額を計算します。
　・申込みの時点で、まだ１か月分の給与が支払
　　われていないときは、毎月必ず支払われる固
　　定的給料を12 倍して、12 か月分の見込み
　　額を計算してください。
※仕事先が2か所以上ある場合は、それぞれの収
　入額を計算し、合計してください。

★「前年の所得」を計算する場合
　前年１月から 12 月までの実際の収入を合計し
　てください。給与計（B）と賞与計（C）の合
　計が収入額です。

２　次に、上記で計算した収入を「都営・区営住宅の所得」に換算する
都営・区営住宅

の所得

税法上の所得
－100,000 円

税法上の所得
－100,000 円

● 「都営・区営住宅の所得」が計算によりマイナスになる場合は、0 円としてください
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12か月分の収入額 税法上の所得

651,000 円未満 所得は 0 円 0 円

651,000 円以上
1,900,000 円未満 12 か月分の収入額 － 650,000 円

●次のとおり、12か月分の収入額を端数整理します。
12 か月分の収入額  ÷４＝Ａ
→Ａの 1,000 円未満を切り捨てた額＝Ｂ
→Ｂを右の計算式にあてはめてください。

1,900,000 円以上
3,604,000 円未満 Ｂ×2.8－80,000円

3,604,000 円以上
6,600,000 円未満 Ｂ×3.2－440,000円

6,600,000 円以上
8,500,000 円未満 12 か月分の収入額× 0.9 － 1,100,000 円

① 働いた年月 ② 給与（諸手当を含む） ③ 賞与

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

年　　　月

合計 か月（Ａ） 円（Ｂ） 円（Ｃ）

մ

計算上の注意

賞与計（Ｃ）
＝

12 か月分の収入額

働いた月数（Ａ）
×１２＋

給与計（Ｂ）

計算した「都営・区営住宅の所得」を８ページ世帯の所得計算表Ķϱஒຶķ欄に記入してください。

ĺࢣᅇେ໴ȥɣࢣᅇஒຶɬोધȳɥĻ
１　はじめに、給与収入を計算する

①働いた年月
　月の途中から仕事を始めた場合は、その月は
　「働いた年月」に含めないでください。
②給与（諸手当を含む）
　基本給のほか家族手当、住宅手当などの諸手当
　を含んだ額を記入してください。ただし、交通
　費、定期代などの課税対象外の収入は除いてく
　ださい。
③賞与
④12 か月分の収入額の計算
　・働いた月数（A）が12 か月ある場合は、給
　　与計（B）と賞与計（C）の合計が収入額です。
　・働いた月数が12 か月ないときは、平均月額
　　を12倍して見込みの収入額を計算します。
　・申込みの時点で、まだ１か月分の給与が支払
　　われていないときは、毎月必ず支払われる固
　　定的給料を12 倍して、12 か月分の見込み
　　額を計算してください。
※仕事先が2か所以上ある場合は、それぞれの収
　入額を計算し、合計してください。

★「前年の所得」を計算する場合
　前年１月から 12 月までの実際の収入を合計し
　てください。給与計（B）と賞与計（C）の合
　計が収入額です。

２　次に、上記で計算した収入を「都営・区営住宅の所得」に換算する
都営・区営住宅

の所得

税法上の所得
－100,000 円

税法上の所得
－100,000 円

● 「都営・区営住宅の所得」が計算によりマイナスになる場合は、0 円としてください
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ĺૢࣞຑஒຶɬोધȳɥĻ
Ĭ�փಅƠƨ࠰உ ĭ�ӓλ�Ყ�࣏ᙲኺᝲ�Ჷ�৑ࢽ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ųųųஉ࠰ ᲧųųųųųųᲷ

ӳᚘ ƔஉᲢ᲻Უ ৑ࢽ᣿᫇ᚘ όᲢ᲼Უ

ᚘምɥƷදॖ

計算した所得を８ページ世帯の所得計算表Ķϱஒຶķ欄に記入してください。

計算した「都営・区営住宅の所得」を８ページ世帯の所得計算表Ķϱஒຶķ欄に記入してください。

��ƔஉЎƷ৑ࢽ

փಅƠƨஉૠᲢ᲻Უ

g�ᲫᲬ�Ჷ

৑ࢽƷӳᚘᲢ᲼Უ
Į

①営業した月数

②月別の所得

③所得の計算
・月別に、収入から必要経費を差し引いて所
　得を計算してください。
・申込みする月の前月からさかのぼって12か
　月分の所得を計算してください。
・現在の事業を始めたのが最近で、営業した
　月数が12か月ないときは、所得の平均月額
　を12倍して、12か月分の所得見込み額を計
　算してください。

★「前年の所得」を計算する場合
　前年1月から12月までの実際の所得を計算
　してください。収入合計から必要経費合計
　を差し引いた額が所得です。

ĺ༃ࣸେ໴ȥɣ༃ࣸஒຶɬोધȳɥĻ
公的年金の源泉徴収票や「年金決定通知書・支給額変更通知書」などで確認した年金の額を下表の「年金収
入額」の欄にあてはめて、「都営・区営住宅の所得」に換算してください。

本人の年齢 年金収入額 税金上の所得 都営・区営住宅の所得

65歳以上
（昭和36年2月27日

以前の生まれ）

0 円1,100,000円まで

1,100,001円～3,299,999円

3,300,000円～4,099,999円

所得は 0 円

年金収入額　―　1,100,000 円

年金収入額　×　0.75　―　275,000 円
税法上の所得
―100,000 円

「所得」が計算によりマイナスになる場合は、０円としてください。
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特別控除について
ဎᡂᎍƴ৑ࢽƕƋǔئӳưŴഏƷžཎК੘ᨊǛӖƚǒǕǔ૾ſƴƋƯƸǇǔ૾ƕƍǔƱƖƸŴ৑ࢽƔǒཎК

੘ᨊ᫇ǛࠀƠࡽƘƜƱƕưƖǇƢŵ

ဎᡂᎍŴᢒᨠৣע᫱ᎍƴഏƷžཎК੘ᨊǛӖƚǒǕǔ૾ſƴƋƯƸǇǔ૾ƕƍǔƔƓᄩƔǊƘƩƞƍŵ

ဎᡂᎍƕഏƷžཎК੘ᨊǛӖƚǒǕǔ૾ſƴƋƯƸǇǔ૾ƔŴƓᄩƔǊƘƩƞƍŵ

ƨƩƠŴ৑ࢽƕཎК੘ᨊ᫇ǑǓǋݲƳƍئӳƸŴƦƷ৑ࢽƱӷ᫇ƷǈࠀƠࡽƖǇƢŵ

ȷž۟ۊƠƯƍƳƍſƱƸŴඥࢷɥƷᣐͪᎍƕƍƳƍئӳƷǄƔŴϋጂ᧙̞Ʒ૾Ǎ۟ኖᎍሁƕƍƳƍئӳǛƍƍǇƢŵ
ȷžဃᚘǛɟƴƢǔ܇ſƸŴ˂Ʒ૾Ʒ੘ᨊݣᝋᣐͪᎍǇƨƸৣ᫱ᚃଈưƳƍƜƱŴƓǑƼ৑ࢽƕ��ɢόˌɦưƋǔƜƱƕ
ų࣏ᙲưƢŵ

èᘙɶƷ����ബˌɥ����ബச฼Ʒ૾ƱƸ࠯঺࠰�������உ����ଐ᳸࠯঺࠰������உ����ଐဃǇǕƷ૾
èᘙɶƷ����ബˌɥƷ૾ƱƸଯԧ࠰�������உ����ଐˌЭဃǇǕƷ૾
èᘙɶƷ����ബˌɥƷ૾ƱƸଯԧ࠰�������உ����ଐˌЭဃǇǕƷ૾

èᲢǫᲣƻƱǓᚃ੘ᨊƴᛆ࢘Ƣǔ૾ƸŴᲢǪᲣۡݒ੘ᨊƷᢘဇƸƋǓǇƤǜŵ

１　申込者の合計所得から差し引くもの

２　特別控除を受けられる方に所得があるとき、その方の所得から差し引くもの

控除の種類 特別控除額 特別控除を受けられる方 備考
ᲢǢᲣᎊʴৣ᫱

੘ᨊ
�ʴƴƭƖ
��ɢό

৑ࢽᆋඥɥƷৣ᫱ݣᝋᚃଈư��ബˌɥƷ૾

ᲢǨᲣƷཎ
Кᨦܹᎍ
੘ᨊǛӖ
ƚǔ૾Ƹ
ᲢǦᲣƷᨦ
ܹᎍ੘ᨊ
ǛƋǘƤ
ƯӖƚǔ
ƜƱƸư
ƖǇƤǜŵ

ᲢǤᲣཎৣܭ᫱
੘ᨊ

ᲫʴƴƭƖ
��ɢό

৑ࢽᆋඥɥƷৣ᫱ݣᝋᚃଈᲢᣐͪᎍǛᨊƘŵᲣư��ബˌɥ��ബச฼Ʒ૾

ᲢǦᲣᨦܹᎍ
੘ᨊ

�ʴƴƭƖ

��ɢό

Ĭųग़Ʒ৖ࠚሁƷʩ˄ǛӖƚƯƍǔ૾ưࡇ�ȷࡇ�Ʒ૾

ĭųችᅕᨦܹᎍ̬ͤᅦᅍ৖ࠚƷʩ˄ǛӖƚƯƍǔ૾ư�ኢȷ�ኢƷ૾Ტᨦܹ
ƞǕƨ૾ǛԃǉŵᲣܭƱЙࡇƕӷᆉࡇ᣿ሁƷӖዅƴᨥƠŴᨦƕƍƷᆉ࠰

Įų៲˳ᨦܹᎍ৖ࠚƷʩ˄ǛӖƚƯƍǔ૾ư�ኢ᳸�ኢƷ૾

įų৆ͻ၏ᎍ৖ࠚƷʩ˄ǛӖƚƯƍǔ૾ưᇹ�᪮ၐ᳸ᇹ�ႸၐƷ૾

İų��ബˌɥƷ૾ưĬȷĮƱӷơᆉࡇưƋǔǋƷƱƠƯᅦᅍʙѦ৑ᧈƷᛐ
ǛӖƚƯƍǔ૾ܭ

ᲢǨᲣཎКᨦܹ
ᎍ੘ᨊ

�ʴƴƭƖ

��ɢό

Ĭųग़Ʒ৖ࠚሁƷʩ˄ǛӖƚƯƍǔ૾ưࡇ�ȷࡇ�Ʒ૾

ĭųችᅕᨦܹᎍ̬ͤᅦᅍ৖ࠚƷʩ˄ǛӖƚƯƍǔ૾ưᲫኢƷ૾Ტᨦܹ࠰᣿ሁ
ƷӖዅƴᨥƠŴᨦƕƍƷᆉࡇƕӷᆉࡇƱЙܭƞǕƨ૾ǛԃǉŵᲣ

Įų៲˳ᨦܹᎍ৖ࠚƷʩ˄ǛӖƚƯƍǔ૾ư�ኢȷ�ኢƷ૾

įų৆ͻ၏ᎍ৖ࠚƷʩ˄ǛӖƚƯƍǔ૾ưཎК᪮ၐ᳸ᇹ�᪮ၐƷ૾

İųችᅕɥƷᨦƕƍƴǑǓʙྸǛࡰᜤƢǔᏡщǛഎƘ૾

Ტᢅӊƴʩ˄ǛӖƚƯƍƨ૾ǛԃǉŵᲣ
ıųҾ܇༪࢐ᘮ༪ᎍƷ૾ưŴҽဃі΁ٻᐫƷᛐܭ୿Ʒʩ˄ǛӖƚƯƍǔ૾

Ĳųࠝƴ࠿ݼǛᙲƠŴᙐᩃƳʼᜱǛᙲƢǔ૾

ĳų��ബˌɥƷ૾ưĬȷĮƱӷơᆉࡇưƋǔǋƷƱƠƯᅦᅍʙѦ৑ᧈƷᛐ
ǛӖƚƯƍǔ૾ܭ

控除の種類 特別控除額 特別控除を受けられる方

ᲢǪᲣۡݒ੘ᨊ ��ɢό

��ɢό

ĬųپƱᩉ۟Ơƨۊ۟ࢸǛƠƯƍƳƍ૾ưŴৣ᫱ᚃଈǛஊƠŴƔƭ৑ࢽƕ���ɢόˌɦ
ųųưƋǔƜƱ

ĭųپƱരКƠƨۊ۟ࢸǛƠƯƍƳƍ૾ŴǇƨƸپƷဃരƕଢǒƔưƳƍ૾ưŴ৑ࢽƕ
ųų���ɢόˌɦưƋǔƜƱᲢžৣ᫱ᚃଈǇƨƸဃᚘǛɟƴƢǔ܇ſƕƍƳƍ૾ǋƋƯ
ųųƸǇǓǇƢŵᲣ

ᲢǫᲣƻƱǓᚃ
੘ᨊ

ྵƴ۟ۊǛƠƯƍƳƍ૾ǇƨƸᣐͪᎍƷဃരƕଢǒƔưƳƍ૾ưŴဃᚘǛɟƴƢǔ܇Ǜஊ
ƠŴƔƭ৑ࢽƕ���ɢόˌɦưƋǔƜƱŵ

１ の特別控除額の合計　　　　　　　　　万円  →８ページの世帯の所得計算表「②特別控除」欄へ

２ の特別控除額の合計　　　　　　　　　万円  →８ページの世帯の所得計算表「②特別控除」欄へ
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令和８年２月　都営シルバーピア（地元割当）使用申込書

(提出先)
足立区長

申　込　者　名

申　込　者　ご　住　所

足立区

郵　便　は　が　き

〒120-8510
足立区中央本町一丁目１７番１号

足立区役所　住宅課　住宅管理係

番号

住宅課記入欄（記入しないでください。）

抽せん
番　号

申込地
区番号

申　込　者　名

申　込　者　ご　住　所

足立区

〒120-8510
足立区中央本町一丁目１７番１号

足立区役所　住宅課　住宅管理係

住宅課記入欄（記入しないでください。）

抽せん
番　号

申込地
区番号

結果

郵　便　は　が　き

私は、東京都営住宅条例に基づく都営住宅を使用したいので申し込みます。なお、この申込書の記載内容が事実と相違するとき、または申込者（現に同居し、または同居しようとする親族を含む。）が暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるときは、使用予定者の決定を取り消されても異議のないことを誓約いたします。また、許可の上は、
申込者（同居する者を含む。）が暴力団員であることが判明したときは、速やかに住宅を明け渡すことを誓約いたします。暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会がなされることに同意します。

桃 色

様

様

現在は申込者を含めて で暮らしています。人

③ 申込者を含めた現在の同居親族の人数をご記入ください。
※原則として、親族と同居している方は申し込めません。
　詳しくは、しおりの６ページの３をご覧ください。

① 入居を希望する申込地区番号の（　　）のどれか一つに〇をつけてください。

１地区 
（　　）

六月一丁目第４
２地区 

（　　）

西綾瀬三丁目第２

単 身 者 向申込
地区番号
住宅名

85円切手
をはって
ください。

85円切手
をはって
ください。

② 申込者についてご記入ください。なお、申込者が入居後の名義人となります。　※申込み後の名義人の変更はできません。

※切りはなさないこと。

※
切
り
は
な
さ
な
い
こ
と
。（
太
線
枠
内
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。）

※申込書の受付は令和８年２月27日（金）午後５時までです。（郵送は２月27日消印有効）  ※申込みは募集別（都営（地元割当）・区営）にそれぞれ１人１通までです。

☆募集のしおりで入居資格をご確認ください。

満（　　　）歳

大正　・　昭和

年 　　月 　　日生 
年 

月 

日

足立区
〒

（　　　　）

氏 名

氏 名

フリガナ

フリガナ

氏名

外国人の場合
通称名

現
住
所

※65歳以上（昭和36年
　2月27日以前生まれ）
　の方が申込めます。

足立区に引き続き
居住している年数

年

※申込日までに足立区内に
　継続して３年以上居住の
　方が申し込めます。

Š はい。所得基準内です。 ※所得基準を超える場合は申込みできません。詳しくは、しおりの７ページの４をご覧ください。
⑤ 所得は所得基準内ですか。以下の□に✓をつけてください。

④ 申込者の所得税法上の扶養親族で、入居しない方がいる場合は、以下にその方の氏名をご記入ください。

氏名 氏名 氏名

ܟāāāāāāāߗॢ

⑦ 現在どの住宅にお住まいですか。Šに✓をつけてください。
Š 1. 賃貸アパート・マンション　Š 2. 借家　Š 3. 社宅・寮　Š 4. 区営住宅

Š 5. UR賃貸住宅　Š 6. 公社住宅　Š 7. 都民住宅　Š 8. 都営住宅 

Š 9. 親族の持家　Š 10. 自分の持家　Š 11. 施設　Š 12. その他

Ŧ෼൝ୣ൮ɅȤୣɘȞɈၫ
ŨݚڬɅݦ෼ɬࡥ໴ă

Ŧୣ൮Ȧ࣏ȞᆅᄻɁɈడਮə
ŨݚڬɅୣটಮᅙჶಓɬࡥ໴ă

ŦǕġ23ɬೊɭȺၫ
ŨݚڬɅȷɈૢᄻɬࡥ໴ă

（例：子の持家、売買契約中、知人宅、施設名等）

m2

住戸専用面積
(共益費・駐車場代を除く。)

⑥ 土地や建物を所有していますか。いずれかの□に✓をつけてください。所有している場合は、申込む理由をご記入ください。

Š いません Š います　（理由　　　　　　　　　　　） ※しおりの７ページの５をご覧ください。

※詳しくは、しおりの４ページをご覧ください。

平日の日中に
連絡のつく
電話番号

令和８年２月　　 日

ෂܻႨ෨ 2Ľ28Ľ2

Š!Š Ԏ!Ԏ

ś!ś Ţ!Ţ
2 3 1 9 6

śś śśśś śśśś

2

śś

śśśśś

D

D

D

2 1
śś ŤŤ ŠŠ

ŢŢ

31

ഫᆏɺʩĜʠ 412

2 3 1 9 6 2 1

śśāŢŢ

ෂܻႨ෨ 2Ľ28Ľ2

ഫᆏɺʩĜʠ 412

2 3 1 9 6 2 1

śśāŢŢ

ෂܻႨ෨ 2Ľ28Ľ2

ഫᆏɺʩĜʠ 412

７～13・15ページを
ご覧ください。

希望する申込地区番号の（　）に必ず○を
記入してください。申込みができる地区番
号は１つです。
（都営シルバーピア・区営シルバーピア、
それぞれ申込むことはできます。）

申込後の名義人の変更
はできませんので、ご
注意ください。

８５円切手を２か所にはります。
※はっていない場合や料金不足
　の場合、抽せん番号・抽せん
　結果の通知を発送いたしません。

７・15ページを
ご覧ください。

※区営シルバーピア（白色）もこの見本を参考にしてください。 

見本

๬܄ʏ˃ʨĜʬɺĪණইߠຎīɈడਮஙĪ຅ఋīɈஙȧၫ๬܄ʏ˃ʨĜʬɺĪණইߠຎīɈడਮஙĪ຅ఋīɈஙȧၫ

申込書の種類をお間違いのないように。
都営シルバーピア（地元割当）の申込書…桃色の用紙
区営シルバーピア・区営定期使用住宅の申込書…白色の用紙
　※両方申込みできます。 

８５円切手２枚を忘れずにはってください。
不足している場合、抽せん番号・抽せん結果の通知を送付
いたしません。
郵送で申込みの方は、申込用封筒にも１１０円切手をはっ
てください。料金不足の場合、受け取りできません。  

書き間違えたとき
訂正部分を二重線で消し、余白に正しいものを記入して
ください。訂正印は不要です。  

ご注意
申込書の郵送販売および、申込みの代行を行う業者がおり
ますが、これらの業者は、東京都および足立区とは全く関
係ありません。

シルバーピアの標準間取り図
※実際と異なることがありま
　すので、参考としてご覧く
　ださい。

ઞ৽
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定期使用住宅（区営住宅）について
区内の児童養護施設または自立援助ホームの退所者もしくは退所予定者を対象に、施設での共
同生活から、地域の中での自立生活へステップアップする支援として、区営住宅をお貸しするものです。
なお、この「定期使用住宅」は、あらかじめ５年の入居期間が設定されており、５年に限り入居で
きる住宅です。したがって、この募集により入居される方は、５年を経過した後には住宅を返還し
なければなりません。
１ 募集する区営住宅について
（１） 居室内は、一部補修を行っております。
（２） すべて浴槽付です。
（３） 交通機関の「バス停」は、変更になっている場合がありますので、ご了承ください。
２ 入居資格について

※シルバーピアの単身者向の入居資格と共通のものについては、以下で該当ページを示しています
ので、ご確認ください。

（１） 申込者が足立区内に居住していて、そのことが住民票で確認できること（外国人については在
留資格も確認できること。）。

（２） 申込者が満 18 歳から満 23 歳までであること（平成 14 年 2 月 20 日～平成 20 年 2 月 27 日生まれの方）。
（３） 足立区内の児童養護施設または自立援助ホームの退所者もしくは退所予定者であること。
（４） 配偶者がいないこと、かつ単身で居住していること（6 ページの 3 参照。この場合、配偶者には、内

縁関係の方（住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方）、婚約者およびパートナーを含みます。）。
（５） 所得が下記の所得基準内であること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所得基準0円～1,896,000円。心身障がい者の場合（身体障害者手帳1～4級、愛の手帳1～3度、
精神障害者保健福祉手帳 1～2 級等所持者）、所得基準 0～2,568,000 円。（所得の計算方法は、
8～13 ページ参照）。

（６） 住宅に困っていること（７ページの５参照）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その他、公的な住宅（UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等）の名義人でないこと。ただし、
可能な場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。

（７） 暴力団員でないこと（７ページの６参照）。
３ 区営住宅の使用料について
（１） 使用料の欄には、上記（５）の所得基準の最低金額と最高金額を掲載しています。
（２） 記載されている使用料は、募集のしおりを作成した時点での額です。入居時には改定されてい

る場合があります。
（３） 毎年６月の収入報告により認定された世帯の所得、住宅の立地条件、住宅の広さ、建築年数に

応じて、翌年４月からの使用料を決定します。
（４） 所得が一定基準以下の世帯等は、申請により使用料を減額する制度があります。
４ 区営住宅の入居時期について

　令和８年４月以降の予定です。 白色の申込書
定期使用住宅【区営住宅】　 ※単身者向のみ
※一般の単身者向の入居資格とは異なりますので、ご注意ください（上記２参照）。

૥ຮᅤীૈಡĆ૵ᆏܧ஝ʳĜʸ
൞ஒĆ൞ஒᅅฤଞĴฤࡖ઴ᅙୣ൮ĵ
૥ຮᅤীૈಡĆ૵ᆏܧ஝ʳĜʸ

൞ஒĆ൞ஒᅅฤଞĴฤࡖ઴ᅙୣ൮ĵ

ிന˙Ѭ߃ዴᲢǹǫǤȄȪȸȩ
ǤȳᲣžᙱૼʟᬜſƔǒǳȟȥ
ȋȆǣȐǹƸǔƔƥžం޽˰ғ
ǻȳǿȸſɦ៻ࢻഩኖᲫЎ

中央本町四丁目アパート
ᲢɶځஜထᲮᲧᲯᲣ

ᲫᲫ᨞࡫Ʒ

Ჰ～��᨞
Ძ&᳅
Ტ��ɜᲣ

ஊ
������᳸

ų�������

঺࠯
��81

ȐȪǢ
ȕȪȸ
ˁಮ

ဎųᡂ
ғဪӭע

Ӹܡ˰
Ტ৑ענᲣ

Ѫᨼ
ৎૠ �

᧓ӕǓ
Ტݦဇ᩿ᆢᲣ

ǨȬș
ȸǿȸ

ʩᡫೞ᧙ ˁಮሁ᨞ૠ
ሰ࡫
ࡇ࠰

̅ဇ૰ᲢόᲣ

,4žྛ܇ᬜſƔǒ
ᣃȐǹžૼဋɤɠႸſɦ៻
ഩኖᲫЎࢻ

ᒉ
࠮

新田三丁目アパート
ᲢૼဋᲭᲧ�ᲱᲣ

Ჰ᨞࡫Ʒ

１～Ჰ᨞
Ძ&᳅
Ტ��ɜᲣ

ஊ
������᳸

ų�������

ˋԧ
Ჰ82

ȐȪǢ
ȕȪȸ
ˁಮ

ᒉ
࠮

- 14 - - 15 -



૖ಀఛۈ

༳!๿

রཱᄘ

ຄကʑʃɼʜ˂Ĝˁɼˋ

૖႘ಫୣ

൦હෂߔ৫

ഫᆏ਒৫
ᄙ౺ழߔ৫

ಆۈ਒৫
။ৄܠۋྈ

ഫᆏࣾᄜஒ

Ⴈ෨রූᄆ જූᄆݦʜێ

O
ഫᆏࣾᄜஒ೐

༳๿ܘ

༳๿ୣࣾʓˋʗĜ

৊ܠ

ࣺ਄

ഫᆏ௉႕஘

ෂܻ৊ܠ

હʜݦ෨

ৄྈ

ဦ ဦ ဦ

ဦ

૖
ಫ
ୣ

૖
ഐ
ݡ

ਡ
ັ
ǐ
ਖ
ೀ

ݴ
ཛྷ
൥
࣌
ฆ
ɤ

ࢤ
໲
৉
޵
ັ

ෂܻႨ෨
ණߔۊ୔ʓˋʗĜ

ഫᆏࣾᄜஒ

ࠞ௻ଁਖೀ ૖࡭ᄵ૖ૹ࿝࣌

〈案内図〉 〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番１号
足立区役所　中央館４階
住宅課　住宅管理係
T E L 03（3880）5938（直通）
FAX 03（3880）5615
足立区ホームページ
（https://www.city.adachi.tokyo.jp/）
※申込書配布期間中、募集のしおり・
　申込書を掲載しています。

区営住宅等次回募集予定日程　
募　集　住　宅 募　集　日　程 申込書配布場所

ғփ˰ܡų

ᲢܼଈӼȷҥ៲ᎍӼᲣų
èҥ៲ᎍӼƕƳƍئӳǋƋǓǇƢŵ 令和８年５月21日（木）～ 28日（木）

（予定）

令和８年８月21日（金）～ 28日（金）
（予定）

ឱᇌғࢫ৑

ᛢᲢᲮ᨞Უܡ˰

ৎቔ˰ൟᛢᲢᲫ᨞Უ

ӲғൟʙѦ৑

ᣃփ˰עܡΨл࢘
ᲢܼଈӼȷҥ៲ᎍӼᲣ
èл࢘ƕƋƬƨئӳܱ଀ƠǇƢŵ

ғփǷȫȐȸȔǢᲢҥ៲ᎍӼᲣ

ᣃփǷȫȐȸȔǢעΨл࢘

Ტҥ៲ᎍӼȷʚʴɭ࠘ӼᲣ
èл࢘ƕƋƬƨئӳܱ଀ƠǇƢŵ

都営・区営住宅の年間募集予定
募　集　住　宅 募　集　期　間 対　象　世　帯 お　問　合　せ　先

ᣃփ˰ܡ

５月上旬  １１月上旬

ܼଈӼ
ҥ៲ᎍӼᲢɧܭ஖Უ

ிʮᣃ˰̓ܡዅπᅈ
ᣃփ˰ܡѪᨼǻȳǿȸ
��ᲢᲭᲮᲳᲲᲣᲲᲲᲳᲮ
ȆȬțȳǵȸȓǹ
��ᲢᲰᲮᲫᲲᲣᲯᲯᲱᲫ
è൑உѪᨼƴƭƍƯᛇƠƘƸ
πᅈțȸȠȚȸǸ
JVVRU���YYY�VQ�MQWU[C�QT�LR�
ǛƝᚁƘƩƞƍŵ

８月上旬  ２月上旬 ܼଈӼᲢȝǤȳȈ૾ࡸᲣȷ
ҥ៲ᎍӼȷǷȫȐȸȔǢ

毎月中旬から下旬

随時

ғփ˰ܡ

ᣃփ˰ܡᲢעΨл࢘Უ

５月下旬  11 月下旬 ܼଈӼȷҥ៲ᎍӼ ឱᇌғų˰ܡᛢų˰ܡሥྸ̞

ɦᚡӋༀ８月下旬  ２月下旬 ǷȫȐȸȔǢ

èųѪᨼ஖᧓ŴѪᨼƷϋܾሁƴƭƍƯƸŴʻ٭ࢸ୼ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
èųƜƷƠƓǓƴӷݥƞǕƯƍǔဎᡂ୿ưӕࢽƠƨ̾ʴऴإƸŴѪᨼʙѦˌٳƴƸМဇƠǇƤǜŵƳƓŴ᝻఍
ųųݙ௹଺ƴ੩ЈƠƯƍƨƩƘ୿᫏ሁƴǑǓӕࢽƠƨ̾ʴऴإƸŴᣃփȷғփ˰ܡλࢸއƷᣃփȷғփ˰ܡሥ
ųųྸಅѦƴƓƍƯМဇƞƤƯƍƨƩƖǇƢƷưŴƝʕ১ᫍƍǇƢŵ

ிʮᣃ˰̓ܡዅπᅈ
᨟଺ѪᨼݦဇȀǤȤȫ
��ᲢᲯᲮᲰᲱᲣᲳᲬᲰᲰ

ɭ࠘ӼᲢܼଈȷҥ៲ᎍᲣᒉ࠰
پ ȷۡ܇ᏋƯɭ࠘
ƻƱǓᚃɭ
࠘ԃǉ�ӼᲢܭ஖̅ဇ˰ܡᲣ

ᒉۡپ࠰ȷ܇ᏋƯɭ࠘

ᲢƻƱǓᚃɭ࠘ԃǉᲣӼሁ

ܭ
஖
Ѫ
ᨼ

ܭ
஖
Ѫ
ᨼ

൑
உ
Ѫ
ᨼ

᨟
଺
Ѫ
ᨼ
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